
令和４年５月発行

　新年度を迎え、新たに所長を拝命しました川原 栄司と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　皆様におかれましては、日頃より少年センターの取り組みにご理解・ご協力を

いただき、心より感謝申し上げます。

　社会全体が新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けておりますが、子ども

たちが、心身ともにたくましく健全に成長することが私たちの願いです。

　また、犯罪に巻き込まれないような環境を整備することは、社会の責務でもあ

ります。

　当センターは、今後も学校、地域や関係機関の皆様と連携を図りながら、子ど

もたちの非行防止と健全育成に取り組んでまいります。

　引き続きご支援と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

宮古市少年センター所長 川原　栄司
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★どうぞよろしくお願いします。

宮古市少年センターだより

針 路
宮古市少年センター所長あいさつ

今年度より、担当課の名称が

変更となりました。

旧名称 環境生活課

↓

新名称 生活課

庁舎内の生活課の場所、電話番号

の変更はありません。

宮古市少年センター職員紹介

所 長 川 原 栄 司

主 査 名 取 綾 子

専任少年委員 佐 藤 久美子

以上3名で運営いたします。

よろしくお願いいたします。

☎６８－９１０９ FAX６３－９１１０

異動等により後任された少年委員さんへ

少年委員のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
★基本的な感染対策の再徹底をお願いします。
○飛沫防止効果の高い不織布マスク等を正しい方法で着用。

○近距離での会話や大声での発声等を控える。

○体調不良時は外出を避ける。

コロナ禍、雨、暴風等で不安がある場合、

巡回を中止してかまいません。

事務局へ中止等の連絡をお願いします。

今年度は、人事異動等により１０名の少年委員さんが新任いたしました。

街頭巡回時には、身分証明書・腕章を身に付けて巡回してください。



　　　　　　　　　

自転車の交通事故を防ぐために
交通ルールを守ろう

　　お天気のいい日は、自転車に乗って買い物や

　近所まで出かけたり、遊びに行ったりと活動が

　増えることでしょう。自転車と車・自転車と人

　との事故を防ぐために交通ルールをきちんと守

　りましょう。

　　①自転車は、車道が原則、歩道は例外

　　②車道は左側を通行

　　③歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

　　④安全ルールを守る

　　＊飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

　　＊夜間はライトを点灯

　　＊交差点での信号順守と一時停止・安全確認

　　⑤子供はヘルメットを着用

　それぞれの地域や学校、家庭といった生活のあ　　　

　らゆる場面でお互いに声を掛け合って、安全の　　　　　　　

　輪を広げていきましょう。　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　自転車の定期的な点検・整備や自転車損害賠償

　保険への加入など、事故を起こさないための備

　え、万が一事故を起こした時の備えも大切です。

宮古市少年センター

４月の街頭補導状況

実施日数 従事人員 指導数

午前 0日 0人 0人

合計 6日 33人 0人

午後 1日 3人 0人

夜間 5日 30人 0人

宮古市少年センター

令和４年度の主な事業予定

○通常街頭補導 午前 ３回

午後 １１回

夜間 ８７回

合 計 １０１回
（啓発活動・あいさつ運動は含まれていません。）

○広報活動

・インターネット利用マナーの啓発活動

（７月・８月・１１月）

・宮古市少年センターだより「針路」

発行（隔月）

○朝のあいさつ運動

・県立宮古商工高等学校商業校舎

・市立重茂中学校

・県立宮古水産高等学校

・県立宮古商工高等学校工業校舎

上記学校でのあいさつ運動を予定。

（他校も検討中。

実施日等は都度お知らせいたします。）

○地域の子どもを育てる愛の一声運動

７月、８月の青少年の非行・被害防止

全国強調月間に呼応し、街頭巡回時や、

イベント時に実施します。

○その他 コロナ禍により一昨年より、

県大会等の中止が続いております。

開催される際は、都度皆様にお知らせ

します。

７月・８月は

「青少年の非行・被害防止県民運動」実施期間！

６月・７月は

「薬物乱用防止広報強化月間！

「合法といわれているものは安全」

「法規制されていないものだと言われた」

実は、どれも〚違法〛です。

<合法ドラッグ> <脱法ハーブ>などと称して販売され

るため、あたかも安全であるかのように誤解されて

いますが、大麻や麻薬、覚せい剤などと同じ成分が

含まれており、大変危険で違法なドラッグです。

インターネットで買い物をする際には、ハーブや

お香・アロマと表記され販売されていることもあり

ます。十分に気を付けてください！

だまされないで‼ 危険ドラッグに注意
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○体調不良時は外出を避ける。事務局へ中止等の連絡をお願いします。


